
 

現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領 
 

平成２５年３月２９日制定 
最終改正令和８年２月１７日 

 
（目的） 
第１条 この要領は、千葉県が発注する工事に係る現場代理人の工事現場への常駐 

義務緩和の要件及び事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（現場代理人の常駐義務緩和の要件） 
第２条 建設工事請負契約の締結後において、次の各号に該当するときは、現場  

代理人の常駐を要しないものとすることができる。 
（１）工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始  

されるまでの期間。 
（２）工事の全部の施工を一時中止している期間。 
（３）工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間。 
（４）請負金額が５００万円未満の工事。ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義

務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。 
２ 当該工事の現場代理人が他の千葉県発注工事（公営企業を含む。）、国又は地方公

共団体発注工事（ただし、国又は地方公共団体の発注者の承諾が得られている場合

に限る。）の現場代理人（主任技術者を兼務する場合を含む。）を兼任することにつ

いて、受注者から申し出があり、次の第１号又は第２号のいずれかに該当するとき

は、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。ただし、特記仕様書に

現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。 
（１）建設業法施行令第２７条第２項が適用される場合に該当し、同一の主任技術者

が２以上の工事を管理するものであるもの。このとき、当該主任技術者が管理す

ることができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則２件程度とす

る。 
   なお、建設業法施行令第２７条第２項が適用される場合とは、工事の対象とな

る工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調

整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所

において同一の建設業者が施行する場合をいう。また、この規定は監理技術者に

は適用されない。 
（２）次のアからウの全ての条件を満たすもの。 
ア 兼任する工事は、前項第１号から第３号に該当するものを除き、すべて請負

金額が４，５００万円未満（建築一式工事にあっては９，０００万円未満）で



 

あること。 
イ 原則として、兼任する工事の現場は、同一の土木事務所の管内にあること。 
ただし、同一の発注機関（出先機関に限る。）が発注する工事の場合は、   

当該発注機関の管内にあること。 
ウ 兼任する工事は、当該工事を含め３件までであること。ただし、前項第４号

に該当するものは件数に含めないものとする。 
３ 当該工事の現場代理人が、他の工事の主任技術者を兼務することについて、  

受注者から申し出があったときは、前項第２号に該当する場合に、現場代理人の 

常駐を要しないものとすることができる。 
４ 同一あるいは別々の発注機関が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する

複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物

又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する

同一の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐が掌握し、技術上の管理を行う

ことが合理的であると考えられることから、全ての発注機関から同一工事として取

り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみ

なして、同一の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐が当該複数工事全体を

管理する場合は、現場代理人も同様とし、兼任することができる。その場合、現場

代理人は常駐しているものとみなすこととする。 
 
（現場代理人兼任等の届出） 
第３条 発注者は、当該工事の現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任しようとす

るときは、別記第１号様式により現場代理人兼任届を提出させるものとする。 
２ 前項の規定に基づき届出のあった現場代理人に変更があったときは、改めて、 

別記第１号様式により現場代理人兼任届を提出させるものとする。 
３ 発注者は、現場代理人の兼任の解除について申し出があったときは、別記第２号

様式により現場代理人兼任解除届を提出させるものとする。 
４ 発注者は、前各項の届出を受理したときは、兼任する他の工事の発注機関へ  

その旨を通知するものとする。 
５ 現場代理人が他の工事の主任技術者を兼務するときは、第１項から第４項の  

規定を準用するものとする。 
 
（現場代理人兼任届等の省略） 
第３条の２ 同一発注機関の工事を兼任する場合は、一の工事における現場代理人兼

任届等、又は現場代理人兼任解除届の提出により、他の工事における提出は省略す

ることができるものとする。 
 



 

（現場代理人の責務） 
第４条 現場代理人は、常駐を要しないときであっても、契約上の職務を免じるもの

ではない。 
 
附 則 
１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 現場代理人の兼務に関する事務取扱要領（平成２３年３月２９日制定）は、廃止

する。 
 
附 則 
１ この要領は、平成２６年１１月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、平成２８年６月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、令和５年１月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、令和７年２月１日から施行する。 
附 則 
１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。



 

別 記 

第１号様式（第３条） 

現場代理人兼任届 
 

  年  月  日 
 
（発注機関の長）     様 

 
住     所 

 
商号または名称 
 

代表者職氏名             
 
  次のとおり、現場代理人を兼任することとしましたので届け出ます。 
なお、本件工事の契約に関し、現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱

要領第２条の要件を満たしていること、また、これを満たさなくなったときは、直ちに兼任

を解除することを誓約するとともに、当該工事の現場代理人の兼任に関する違反の事実が明

らかになった場合には、契約解除等の措置をされても異議を申し立てません。 

現場代理人氏名  

本 

件 

工 
事 

工 事 名  

契約金額   

工 期   年  月  日から    年  月  日まで 

摘 要  

兼
任
と
な
る
他
の
工
事 

発注機関   

工 事 名  

契約金額   

工 期   年  月  日から    年  月  日まで 

摘 要  
※ 添付書類 
  １．兼任する他の工事の契約書（写）（工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の記

載のある箇所） 
  ２．兼任する他の工事の主任技術者選任通知書（写）又はこれに相当する書面 
注１ 契約金額が５００万円未満の工事であっても、現場代理人を兼任する場合は、届出の 

対象となることに留意すること。 
注２ 「兼任となる他の工事」欄が不足する場合は、別紙に記載すること。 
注３ 「兼任となる他の工事」が追加となる場合は、兼任となる工事をすべて記載したうえで、

改めて提出すること。 



 

別 記 

第２号様式（第３条） 

現場代理人兼任解除届 

 
  年  月  日 

 
（発注機関の長）     様 

 
住     所 

 
商号または名称 
 

代表者職氏名             
 

次のとおり、現場代理人の兼任を解除しましたので届け出ます。 

工 事 名  

契約金額   

工 期   年  月  日から    年  月  日まで 

解 除 理 由 

□本件工事の現場代理人を変更し、兼任を解除 

□兼任する他の工事の現場代理人を変更し、兼任を解除 

□兼任する他の工事に係る契約の履行が完了 

□その他（具体的に記載） 

 

 

 

 

 
 




